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（証券コード９３５３）
2026 年 ６ 月 10 日

株 主 各 位
大阪市此花区梅町一丁目１番11号

櫻 島 埠 頭 株 式 会 社
代表取締役社長 谷 本 祐 介

第84回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第84回定時株主
総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
https://www.sakurajima-futo.co.jp/ir-materials/convocation

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲
載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスして、当社名（櫻島埠頭）または証券コー
ド（9353）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、インターネットまたは同封の議決権行使書用紙にて、2026年
６月24日（水曜日）午後５時までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市福島区福島五丁目6番16号 ホテル阪神大阪 10階 クリスタルルーム
3. 目的事項
報告事項 1.第84期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第84期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)インターネットまたは書面により、議決権を行使することができます。具体的な手続等に

つきましては、「議決権行使の方法についてのご案内」をご覧のうえご行使願います。
(2)議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの

として取り扱わせていただきます。
(3)電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、

書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

・事業報告 ：「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」
・連結計算書類：「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
・計算書類 ：「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。

◎株主総会にご出席された株主様へのお土産は、取りやめさせていただいております。
◎ご来場にあたり、サポートが必要な株主様におかれましては、6月19日（金曜日）までに当社までお電話
にてご連絡いただきますようお願い申しあげます。
櫻島埠頭株式会社 総務部 電話番号06-6461-5331（代表）【土日祝日を除く午前8時30分~午後5時】
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議決権行使の方法についてのご案内
議決権行使の方法は、以下の方法がございます。株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますよ
うお願い申しあげます。

１．議決権の行使方法について

株主総会にご出席の場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年６月25日（木曜日）午前10時

インターネットにて行使の場合
当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）に
アクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時入力完了分まで

詳細は、次ページ「インターネットによる議決権行使のご案内」をご覧ください。

書面にて行使の場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時到着分まで

議決権行使書用紙は、通常の郵便物に比べて郵便局で処理に時間を要します。
行使期限までに到着するよう、お早めにご投函いただきますようお願い申し上げます。

２．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
⑴ インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有

効とさせていただきます。
⑵ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて

いただきます。
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議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

1.
2.

3.

ログインＩＤ
仮パスワード

3.

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用ＱＲ
コード」はこちら

入力後、｢ログイン｣をクリック
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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権をご行使される場合は、2026年６月24日（水）午後５時までに、パソコン又はスマートフ
ォン等から当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただきますようお願いい
たします。なお、当日ご出席の場合は、議決権行使書の郵送又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも
不要です。

ＱＲコードを読み取る方法
スマートフォン等でＱＲコードを読み取って
いただくことで、ログインＩＤ・パスワードの
入力が不要になります。

１. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログイン用ＱＲコード」を読み取ってください。

２. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ログインＩＤ・仮パスワードを入力する方法
議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）
１. パ ソコン又はスマートフォン等から、

上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。

２. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された
「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入力ください。

３. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点
(1)インターネットによる議決権行使は、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。
(2)パソコン又はスマートフォン等によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、

議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせくだ
さい。

(3)パソコン又はスマートフォン等による、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・
通信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（通話料無料） 受付時間 午前９時〜午後９時
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社は、当社グループの収益力の向上に努め、企業価値の向上と株主の皆様に対する適切な利益還元を

重要な経営課題と認識し、連結業績、今後の資金需要、健全な財務基盤の維持などを総合的に勘案しなが
ら、継続的かつ安定的な利益還元を行っていくことを基本方針として配当金額を決定しております。
第84期の剰余金の配当につきましては、第4次中期経営計画の定量目標として累進配当を導入してお

り、税引後の本業利益を基準に算定した結果、以下のとおりといたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき54円（前期に比べ14円の増配）
配当総額 82,174,770円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月26日
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第２号議案 取締役7名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（７名）は任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願い

するものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏名 現在の当社における地位 取締役会

出席状況

1 谷 本 祐 介 再任 男性 代表取締役社長執行役員 13回/13回
（100％）

2 佐 藤 禎 広 再任 男性 取締役専務執行役員 13回/13回
（100％）

3 藤 井 守 再任 男性 取締役常務執行役員 13回/13回
（100％）

4 藍 場 建志郎 新任 男性 社外監査役（常勤） 13回/13回
（100％）

5 森 下 勝 再任 男性 取締役執行役員
11回/11回

（100％）
2025年6月就任後

6 德 平 隆 之 再任 男性 社外 独立 社外取締役 13回/13回
（100％）

7 宮 崎 慎 吾 新任 男性 社外 独立 − −

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

1

谷 本 祐 介
た に も と ゆ う す け

（1960年4月30日生）

再任 男性

1983 年４月 三菱商事株式会社入社
2011 年５月 同社 監査部 部長代行 兼 監査室長
2016 年 6 月 日東富士製粉株式会社 取締役常務執行役員 管理本

部長 兼 業務監査室担当
2020 年６月 当社取締役常務執行役員 経理部・営業部（特命）・業

務部担当
2021 年６月 当社取締役専務執行役員 コーポレート（総務部・経

理部統括）・営業部（特命）担当
2023 年 6 月 当社取締役専務執行役員 ファシリティ強化事業部・

コーポレート（総務部・経理部統括）・営業部（特命）
担当

2024 年 6 月 当社代表取締役社長執行役員 ファシリティ強化事業
部・内部監査室担当
（現在に至る）

9,800株

【取締役候補者とした理由】
谷本祐介氏を取締役の候補者とした理由は、経理部門、営業部門並びに業務部門の豊富な業務経験と他社で培った高い見

識をもとに、代表取締役社長として第4次中期経営計画の策定と目標達成に向けて、諸施策の実施を通して収益力の継続的
な向上に手腕を発揮するなど貢献してまいりました。今後とも当社グループの経営を牽引し、持続的な成長と企業価値の向
上の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができると判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

2

佐 藤 禎 広
さ と う よ し ひ ろ

（1962年５月2日生）

再任 男性

2014 年10月 当社入社
2015 年７月 当社経営企画ユニットマネージャー
2016 年６月 当社執行役員 経営企画部長兼営業・業務統括部長
2018 年６月 当社取締役執行役員 経営企画部・業務部・ファシリ

ティ強化事業部担当 経営企画部長（営業・業務統括）
兼ファシリティ強化事業部長

2019 年６月 当社取締役執行役員 経営企画部・ファシリティ強化
事業部担当

2020 年６月 当社取締役常務執行役員 経営企画部・総務部・ファ
シリティ強化事業部担当

2021 年６月 当社取締役常務執行役員 総務部担当
2024 年 6 月 当社取締役専務執行役員 総務部・経理部担当

（現在に至る）

7,700株

【取締役候補者とした理由】
佐藤禎広氏を取締役の候補者とした理由は、経営企画部門、ファシリティ強化事業部門並びに総務・経理部門の豊富な業

務経験と他社で培った高い見識をもとに、社内諸制度の充実を図るなどガバナンスの強化に貢献してまいりました。今後と
も当社グループの持続的な成長と企業価値の向上の実現を図ることができると判断しております。

3

藤
ふ じ い

井 守
まもる

（1966年5月9日生）

再任 男性

1985 年４ 月 当社入社
2006 年10月 当社営業本部液体物流ユニットマネージャー
2013 年７ 月 当社営業本部港運ユニットマネージャー 兼 物流倉

庫ユニットマネージャー
2013 年12月 当社営業本部港運ユニットマネージャー
2016 年２ 月 当社営業部長
2018 年６ 月 当社執行役員営業部長
2020 年６ 月 当社執行役員営業部長 兼 マーケティング部長
2021 年６ 月 当社取締役執行役員 業務部・ファシリティ強化事業

部・マーケティング部担当
2022 年6 月 当社取締役執行役員 業務第一部・業務第二部・ファ

シリティ強化事業部・マーケティング部担当
2023 年6 月 当社取締役執行役員 業務第一部・業務第二部・マー

ケティング部担当
2024 年6 月 当社取締役常務執行役員 業務第一部・業務第二部・

マーケティング部担当
（現在に至る）

6,200株

【取締役候補者とした理由】
藤井守氏を取締役の候補者とした理由は、当社入社以来、業務部門、ファシリティ強化事業部門並びに営業部門、マーケ

ティング部門を長年に亘り歴任し、その豊富な経験と高い見識をもとに歴任部門において業務内容の充実に貢献してまいり
ました。今後とも当社グループの持続的な成長と企業価値の向上の実現を図ることができるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

4

藍
あ い ば

場 建志郎
けんじろう

（1963年12月9日生）

新任 男性

1988 年４月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
2012 年 6 月 株式会社日本政策投資銀行 南九州支店長
2014 年 4 月 株式会社日本政策投資銀行 情報企画部長
2018 年 6 月 ランドソリューション株式会社 取締役業務部長
2020 年 6 月 株式会社日本経済研究所 取締役常務執行役員

総務本部長 兼 事業企画部長
2022 年６月 当社 社外監査役（常勤）

（現在に至る）

1,900株

【取締役候補者とした理由】
藍場建志郎氏は、他社で培った企業経営や内部統制を通じたリスク管理の豊富な経験と高い見識を生かし、常勤社外監査

役として当社の監査体制の強化に貢献してまいりました。同氏を取締役の候補者とした理由としましては、これまでの当社
監査役の経験を執行業務に生かし、経営管理体制の充実や当社グループの持続的な成長と企業価値向上の実現を図ることが
できると判断しております。

5

森
も り し た

下 勝
まさる

（1971年3月1日生）

再任 男性

1993 年４月 当社入社
2016 年 7 月 当社営業部副部長兼東京営業所長
2021 年 6 月 当社営業部長兼東京営業所長
2024 年 4 月 当社執行役員営業部長兼東京営業所長
2025 年 6 月 当社取締役執行役員 営業部担当

（現在に至る）

1,600株

【取締役候補者とした理由】
森下勝氏を取締役の候補者とした理由は、当社入社以来、業務部門、営業部門を長年にわたり歴任し、その豊富な経験と

見識を生かし新たにばら貨物倉庫を稼働させるなど当社業務資産の充実や収益力の向上に貢献してまいりました。今後とも
当社グループの持続的な成長と企業価値の向上の実現を図ることができるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

6

德 平 隆 之
と く ひ ら た か ゆ き

（1956年6月7日生）

再任 男性

社外 独立

1982 年４月 大阪市役所 採用
2007 年４月 大阪市港湾局 臨海地域活性化室長
2010 年４月 同局 防災・施設担当部長
2011 年４月 同局 計画整備部長
2013 年４月 大阪市港湾局長
2016 年３月 大阪市役所 退職
2016 年６月 阪神国際港湾株式会社 取締役副社長
2022 年 6 月 当社社外取締役（現在に至る）
2022 年 7 月 五洋建設株式会社 顧問（現在に至る）
2023 年 6 月 公益社団法人大阪港振興協会 会長（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
公益社団法人大阪港振興協会 会長
五洋建設株式会社 顧問

1,200株

【社外取締役候補者とした理由と期待される役割】
德平隆之氏を社外取締役の候補者とした理由は、港湾行政等に携わり培われた豊富な経験、知識等を当社の経営に生かし

ていただくためであります。また、同氏は、大阪市役所を退職後、港湾物流の事業経営に携わり、豊富な経験と知識等を有
しており、当社の経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能の発揮や客観的な立場から適切な意見をいただく等
の役割で社外取締役としての職務を適切に遂行いただくとともに、諮問委員会においても独立した客観的な立場から適切な
意見や助言をいただいております。なお、同氏は公益社団法人大阪港振興協会の会長と五洋建設株式会社の顧問を兼職して
おりますが、同法人及び同社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。また、過去において当社が事業用地を賃
借している大阪市港湾局の局長を務めておりましたが、2016年に退職しており、大阪市港湾局（現 大阪港湾局）との関
係はなく、独立性を有しているものと認識しております。

7

宮 崎 慎 吾
み や ざ き し ん ご

（1980年4月16日生）

新任 男性

社外 独立

2006 年10月 大阪弁護士会弁護士登録（中本総合法律事務所 入所）
2012 年４月 中本総合法律事務所パートナー就任

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
中本総合法律事務所パートナー

0株

【社外取締役候補者とした理由と期待される役割】
宮崎慎吾氏を社外取締役の候補者とした理由は、法律の専門家としての経験・知識等を経営に生かしていただくためであ

ります。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、法律の専門家としての経験・知識等に基づく幅広い見地
から、当社の法制面における経営監督機能の発揮などにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただくこと、また、
諮問委員会において独立した客観的な立場から適切な意見や助言をいただく等の役割を期待しており、当社の社外取締役と
して適任であると判断しております。なお、同氏は中本総合法律事務所のパートナーでありますが、同事務所と当社の間に
は資本関係及び取引関係はありません。
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（注）1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 德平隆之氏及び宮崎慎吾氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。また、当社は独自に社外役員の独立性基準を定めており、両氏はその基準を満
たしております。その基準の内容は、13ページに記載のとおりであります。

3. 德平隆之氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

4. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、德平隆之氏との間で、同法第425条第1項に定める最低責任限度額まで社外取締役
の責任を限定する契約を締結しており、德平隆之氏の再任をご承認いただいた場合、当該責任限定契約を継続する予定であ
ります。また、宮崎慎吾氏の就任をご承認いただいた場合、会社法第427条第1項に基づき、宮崎慎吾氏との間で、同法第
425条第1項に定める最低責任限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結する予定であります。

5. 当社は、2015年2月以降の取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定す
る役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額会社が負担しております。
被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
訴訟費用等が填補されます。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起
因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被
保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 藍場建志郎氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願

いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

水
み ず む ら

村 淳
あつし

（1965年9月24日生）

新任 男性

社外 独立

1988 年４月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
2012 年 6 月 同行 経理部長
2014 年10月 同行 企業投資部長
2015 年６月 同行 国際統括部長
2016 年 7 月 国家公務員共済組合連合会 出向
2020 年 3 月 株式会社日本政策投資銀行 退職
2020 年４月 国家公務員共済組合連合会 資金運用部長
2023 年６月 DBJアセットマネジメント株式会社 内部監査室長
2023 年 6 月 川崎近海汽船株式会社 社外監査役（現在に至る）
2023 年 6 月 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 社外取締役

（現在に至る）
2025 年６月 DBJアセットマネジメント株式会社 内部監査室 企画審議役

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
川崎近海汽船株式会社 社外監査役
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 社外取締役

0株

【社外監査役候補者とした理由】
水村淳氏を社外監査役の候補者とした理由は、他社において企業経営の監督及び監査業務並びに内部監査を通じたリスク管理に携

わり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査体制の強化に生かしていただくためであります。また、同氏は、当社の主要な取引先
である株式会社日本政策投資銀行の出身者でありますが、当社の独立性基準を満たしております。従いまして、独立かつ中立の立場
から、当社経営に対する貴重な意見・助言等をいただくことにより、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し
ております。なお、同氏は川崎近海汽船株式会社の社外監査役及び株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の社外取締役でありま
すが、両社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。

（注）1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 水村淳氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。また、同氏は当社の主要な借入先である株式会社日本政策投資銀行の出身者でありますが、退職
して5年以上が経過しており、同氏は当社が独自に定める社外役員の独立性基準を満たしております。その基準の内容は、
13ページに記載のとおりであります。

3. 当社は、本議案を承認いただいた場合、会社法第427条第1項に基づき、水村淳氏との間で、同法第425条第1項に定める最
低責任限度額まで社外監査役の責任を限定する契約を締結する予定であります。

4. 当社は、2015年2月以降の取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定す
る役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額会社が負担しております。
被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
訴訟費用等が填補されます。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起
因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。なお、本議案をご承認いただいた場合、当該保険契約の被保険
者となる予定であり、次回更新時には同内容で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）を更
新する予定であります。
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第４号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであ

ります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴、 地 位 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

香 山 久 美
こ う や ま く み

（1981年11月22日生）

女性 社外 独立

2006 年12月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
2010 年 7 月 公認会計士 登録
2016 年 1 月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）

退所
2016 年１ 月 望月俊伸税理士事務所 入所
2016 年 2 月 香山公認会計士事務所 開設（現在に至る）
2016 年12月 税理士 登録
2018 年12月 望月俊伸税理士事務所 退所
2018 年12月 税理士法人細川総合パートナーズ 入所（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
香山公認会計士事務所 代表

0株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
香山久美氏を補欠の社外監査役の候補者とした理由は、公認会計士、税理士としての企業の会計、税務に係り培われた豊富な経

験と知識等を当社の監査体制に生かしていただくためであります。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記
理由並びにこれまでの経験・知識等に基づく幅広い見地から、当社の経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能の発揮
などにより、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（注）1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 香山久美氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏が社外監査役として就任される場合、東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。また、当社は独自に社外役員の独立性基準を定め
ており、同氏はその基準を満たしております。その基準の内容は、13ページに記載のとおりであります。

3. 当社は、香山久美氏が社外監査役に就任した場合、会社法第427条第1項に基づき、同氏との間で、同法第425条第1項に定
める最低責任限度額まで監査役の責任を限定する契約を締結する予定です。

4. 当社は、2015年2月以降の取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定す
る役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額会社が負担しております。
被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や
訴訟費用等が填補されます。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起
因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。なお、香山久美氏が社外監査役に就任した場合、会社法第430
条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）の被保険者となる予定であります。

以上
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（ご参考）
社外役員の独立性基準

当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の①〜⑩に該当した場合は、独立性
を有しないものとみなす。

①当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(注１)
②当社グループの主要な取引先(注２)(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
③当社グループの主要な借入先(注３)(借入先が法人等の団体である場合は、その業務執行者)
④当社の総議決権の10％以上の議決権を保有する個人株主、または、当社を子会社もしくは関連会社とする法
人株主の業務執行者

⑤当社グループから役員報酬以外に多額の(注４)金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護
士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(サービスを提供する者が法人等の団体である場合は、その
業務執行者)

⑥当社グループより、多額の(注４)寄附または助成を受けている者(当該関係を有する者が法人等の団体である
場合は、その業務執行者)

⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
⑧上記②〜⑦に最近５年間において該当していた者
⑨上記①〜⑦に該当する者が重要な者(注５)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
⑩当社の社外役員としての任期が８年を超える者
上記の①〜⑨に該当する者であっても、取締役会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと

判断すれば、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を独立役員として選
任することができる。
ただし、この場合において取締役会はその判断に至った理由について説明を行わなければならない。

(注１)業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他
これらに準じる者をいう。

(注２)主要な取引先とは、当社グループが事業活動を提供する顧客、または当社グループが作業や修理などを
委託する外注先であって、その年間取引金額が当社グループまたは相手方の直近事業年度における連結
売上高の２％以上のものをいう。

(注３)当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度における当社グループの連結総資産の２％以上の額を
当社グループに融資しているものをいう。

(注４)多額とは、１事業年度当たり1,000万円を超える金額をいう。
(注５)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級

管理職にある使用人をいう。
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（ご参考）
第2号及び第3号議案が承認された場合の経営体制（予定）

当社のコーポレートガバナンス基本方針により、取締役並びに監査役の資質を定めております。また、取締役
会は、株主様からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が
持続的に成長し、中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負うこととしております。
当社の中長期的な企業価値の最大化を図ることを推進する各取締役並びに各監査役の専門性は以下のとおりで

あります。

氏 名 属性 企業経営 業界知識 営業戦略・
マーケティング 財務会計

人事・
労務・
人材育成

法務・
リスクマネ
ジメント

サステナビ
リティ

取
締
役

谷 本 祐 介 ○ ○ ○ ○ ○

佐 藤 禎 広 ○ ○ ○ ○ ○

藤 井 守 ○ ○ ○

藍場 建志郎 ○ ○ ○ ○

森 下 勝 ○ ○

德 平 隆 之 社外
独立 ○ ○

宮 崎 慎 吾 社外
独立 ○

監
査
役

前 田 浩 伯 ○ ○ ○ ○

森 山 恭 太 社外
独立 ○ ○

水 村 淳 社外
独立 ○ ○

以上
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事 業 報 告
（ 2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善や政府の経済対策等により景気は緩やかな回復基
調で推移いたしました。その一方で、人手不足の常態化、中東国際情勢等の地政学リスクにより、国内経済
に対する先行きは依然として不透明な状態が続いております。

このような情勢のもと、当社グループは、競争力のある事業基盤を形成し、全てのステークホルダーへの
貢献を継続して達成することを目指しつつ、経営環境の大きな変化に対応するため、第4次中期経営計画
（2024年度〜2026年度）を策定し、更なる企業価値の向上に努めてまいりました。

産業構造の変化への対応として、必要な投資の検討・実施、また、既存設備への効率的なメンテナンスを
実施していくことで、中長期的視点に立った事業ポートフォリオの継続的改善を行うとともに、新規ビジネ
スを開拓・育成することや地場産業との関係を深め、わが社の強みを生かした付加価値のある仕事を追求
し、長期に亘り安定した収益を維持・拡大できる事業基盤の強化に努めてまいりました。
ばら貨物については、港湾物流サービスを常に安定的にご提供できるよう、ばら貨物倉庫の新設に向けて

着工するとともに、既存設備の更新工事を進めております。液体貨物に関しても、設備のメンテナンスを適
時・的確に行い事業の安定性を高めるとともに、タンクの更新・新設を含めた設備投資について検討してお
ります。また、倉庫事業に関しても、パートナー様と連携を強化しつつ、収益改善に向けた様々な取り組み
について実行してまいりました。
上記の事業活動を踏まえ、当連結会計年度の売上高は、4,260百万円となり、前連結会計年度に比べ77百

万円、1.8％の減収となりました。
売上原価は、売上の減少に伴い荷役関係諸払費が減少したことや、減価償却費が減少したことなどによ

り、3,401百万円となり、前連結会計年度に比べ136百万円の減少となりました。また、販売費及び一般管
理費は、前連結会計年度に行った業務改善に伴うコンサルティング費用が減少したものの、人材投資に伴う
人件費の増加などにより、607百万円となり、前連結会計年度に比べ10百万円の増加となりました。
この結果、当連結会計年度の営業利益は251百万円となり、前連結会計年度に比べ47百万円、23.6％の

増益となりました。経常利益は、受取配当金などにより404百万円となり、前連結会計年度に比べ105百万
円、35.1％の増益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、設備更新投資に伴う固定資産除却損
が増加したものの、賃料増額請求訴訟の和解成立に伴い受取和解金を特別利益に計上したことなどから、前
連結会計年度に比べ57百万円、24.5％増益の290百万円となりました。
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セグメント別の営業の概況は、次のとおりです。

（ばら貨物セグメント）
大型クレーンを使用する荷役業務は、石炭やイルメナイトの取扱数量が増加したことなどにより、荷役業

務の売上高は前連結会計年度に比べ14.4％増加し、735百万円（前連結会計年度は642百万円）となりまし
た。
海上運送業務は、内航船運送の数量が減少したことなどから、売上高は368百万円（前連結会計年度は

450百万円）となりました。
保管業務は、前連結会計年度同様に、倉庫が安定して稼働したことなどから、売上高は488百万円（前連

結会計年度は488百万円）となりました。
陸上運送・その他業務の売上高は720百万円（前連結会計年度は723百万円）となりました。
以上により、ばら貨物セグメントの売上高は2,312百万円（前連結会計年度は2,304百万円）となりまし

た。

（液体貨物セグメント）
石油類は、白油系の荷動きが安定していたものの、タンク運営に係る特別作業料が減少したことなどか

ら、売上高は980百万円（前連結会計年度は1,024百万円）となりました。
化学品類は、前連結会計年度において荷動きが活発であった一部貨物が落ち着いたことなどから、売上高

は405百万円（前連結会計年度は456百万円）となりました。
以上により、液体貨物セグメントの売上高は1,386百万円（前連結会計年度は1,481百万円）となりまし

た。

（物流倉庫セグメント）
物流倉庫は、前連結会計年度と同様に、各倉庫が期初より安定して稼働したことなどにより、物流倉庫セ

グメントの売上高は541百万円（前連結会計年度は532百万円）となりました。

（その他のセグメント）
売電事業によるその他セグメントの売上高は20百万円となり、前連結会計年度並みとなりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資は653百万円であり、その主なものは、ばら貨物セグメントにおいて継続中の

倉庫新設工事費239百万円です。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度において、短期運転資金として200百万円を金融機関より借入れており、期中に全て返済

しております。
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（4）対処すべき課題
当社グループは、次世代に残せる事業構造の転換を図りサステナビリティ経営を推進することで、当社グ

ループを取り巻く全てのステークホルダーに貢献することを最重要課題と位置付けており、経営環境の大き
な変化に対応するため、当社のVisionのもと第4次中期経営計画（2024年度〜2026年度）「産業構造の変
化に対応する次世代ビジネスへのStep2」を実践し、更なる企業価値の向上に努めてまいりました。
その進捗状況については、以下の下線部のとおりであります。

【当社のVision】
・お客様からの厚い信頼と事業上の好立地という強みを伸ばし、企業価値を更に高める。
・現状に満足せず、あらゆる付加価値を追い求め、将来のいかなる環境においても生き残り成長する強靭
な企業体力を構築する。

・国際貿易港である大阪港において、地元産業に貢献する公共的使命を更に拡大しその発展に寄与する。
・法令を遵守し、高潔な企業精神を維持していく。

【第4次中期経営計画の基本方針】
①産業構造の変化にも対応できる、中長期的視点に立った事業ポートフォリオの継続的改善と必要な投資
の検討・実施

②①を可能ならしめる資本・財務政策の実施
③サステナビリティ経営の一層の推進
≪ばら貨物セグメントの進捗≫
・新規貨物の誘致を行うため、汎用性の高いばら貨物倉庫の新設に着手し、2026年度中の完工に向け
工事を進めております。

≪液体貨物セグメントの進捗≫
・石炭の需要縮小が見込まれることを見据えて、野積場用地に長期的な需要が見込める石油化学品の取
扱いに向けたステンレスタンク数基を新設するべく、現在検討を行っております。また、事業用地の
最適化を加速させるために、タンクの更なる新設を検討していくことで中長期的な収益構造をより強
固なものとしてまいります。

【定量目標】
①中計期間中、累進配当を導入
税引後本業利益＝（営業利益+受取配当金−支払利息）×（1−税率）
これの30％以上を配当として還元
⇒安定配当を基本に、増配／株主還元も考慮したスキーム
≪進捗≫ 第82期 剰余金の配当 1株につき30円

中計１年目 第83期 剰余金の配当 1株につき40円
中計２年目 第84期 剰余金の配当 1株につき54円（予定）
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②EBITDA（但し、特殊要因を除く）2026年度9億円以上達成
EBITDA＝純利益+減価償却費+金利+税金
⇒稼ぐ力、キャッシュ創出力を伸ばしていく
≪進捗≫2025年度 920百万円（参考 2024年度 826百万円）

③中計期間中 総設備投資額を30億円以上
但し、Net有利子負債（長短借入金合計−現預金）の増加を10億円までに抑制
⇒成長投資を積極的に行いつつ、財務規律は維持
≪進捗≫ 中計１年目 第83期 設備投資額 619百万円

中計２年目 第84期 設備投資額 653百万円

なお、サステナビリティ経営推進のもと、働き方改革に対応した職場環境の構築、人事制度の整備、社員
教育の体系化等により、事業の継続性を担保できる人材を確保し、コンプライアンス意識向上や安全強化等
に向けた社員教育の充実、内部統制や社員の行動基準等の内部監査の充実などを通じて、社員の育成を図
り、企業の社会的責任を果たす方針であります。
さらに、港湾物流サービスを安定的にご提供できるように、業務上の中核設備を中心に積極的な維持管理

を施すとともに、健康経営優良法人2026の認定のもと、当社グループに所属する全ての従業者の健康増進
に努め、衛生管理に万全の体制を取ることに細心の注意を払ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようにお願い申し上げます。

（5）財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 81 期
（2023年３月期）

第 82 期
（2024年３月期）

第 83 期
（2025年３月期）

第 84 期（当期）
（2026年３月期）

売 上 高 3,865百万円 4,112百万円 4,338百万円 4,260百万円

経 常 利 益 243百万円 335百万円 299百万円 404百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 193百万円 211百万円 232百万円 290百万円

１株当たり当期純利益 128円64銭 140円13銭 153円77銭 190円81銭

総 資 産 7,943百万円 10,076百万円 11,098百万円 12,203百万円

純 資 産 4,968百万円 6,265百万円 6,970百万円 8,073百万円
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②当社の財産及び損益の状況

区 分 第 81 期
（2023年３月期）

第 82 期
（2024年３月期）

第 83 期
（2025年３月期）

第 84 期（当期）
（2026年３月期）

売 上 高 3,671百万円 3,941百万円 4,116百万円 4,076百万円

経 常 利 益 225百万円 341百万円 307百万円 412百万円

当 期 純 利 益 181百万円 215百万円 241百万円 295百万円

１株当たり当期純利益 121円07銭 142円83銭 159円09銭 194円35銭

総 資 産 7,867百万円 10,036百万円 11,047百万円 12,167百万円

純 資 産 4,942百万円 6,243百万円 6,956百万円 8,064百万円

（6）重要な親会社及び子会社の状況等
① 親会社の状況

当社は親会社を有しておりません。
② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

浪花建設運輸株式会社 40百万円 100％ 貨物自動車運送事業

③ 重要な関連会社の状況
埠頭ジャスタック株式会社は当社株式の議決権の19.1％を所有しております（役員及びその近親者が当
社株式の議決権の2.9％を所有しております。）。当社は、同社を業務内容に精通した会社として船内荷
役並びに構内作業等の業務の委託及び設備修理等の工事の発注を行っております。

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業他

（8）主要な事業所（2026年３月31日現在）
①当社

名称 所在地 名称 所在地

本 社 大 阪 市 此 花 区 第１タンクターミナル 大 阪 市 此 花 区

東 京 営 業 所 東 京 都 中 央 区 第２・第３タンクターミナル 大 阪 市 此 花 区

本 社 埠 頭 大 阪 市 此 花 区
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②子会社
会社名 名称 所在地

浪 花 建 設 運 輸 株 式 会 社 本 社 大 阪 市 大 正 区

（9） 従業員の状況（2026年３月31日現在）
①企業集団の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

89名 △4名
（注） 従業員数は就業人員数であります。なお、使用人兼務役員を含んでおりますが、臨時雇用者数は含んでおりません。

②当社の状況
従業員数（前期末比増減） 平均年齢 平均勤続年数

71（ △2 ）名 47.9歳 18.7年

（注） 従業員数は就業人員数であり、他社への出向者及び臨時雇用者数は含んでおりません。

（10）主要な借入先（2026年３月31日現在）
借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 471百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 345

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 235

株 式 会 社 り そ な 銀 行 174

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 104

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 4,000,000株
（2）発行済株式の総数 1,540,000株（自己株式18,245株を含む。）
（3）株 主 数 1,757名
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持株比率

埠 頭 ジ ャ ス タ ッ ク 株 式 会 社 290千株 19.1％

セ オ 運 輸 株 式 会 社 175 11.5

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 138 9.1

丸 協 産 業 株 式 会 社 130 8.5

株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 44 2.9

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 38 2.5

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 38 2.5

原 伊 都 子 26 1.7

原 勝 隆 16 1.1

猪 狩 恭 典 14 0.9
（注） 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除く1,521,755株により算出しており、総議決権数15,167個により算出す

る議決権比率とは値が異なる場合があります。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、2023年6月28日開催の第81回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いた

しました。これを受け、2025年6月26日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処
分を決議し、2025年7月25日付で業務執行取締役4名に対し自己株式5,100株を交付しております。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３. 会社の新株予約権等に関する事項（2026年３月31日現在）
該当事項はありません。

2026年05月25日 15時50分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 22 ―

４. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 松 岡 眞
代表取締役社長執行役員 谷 本 祐 介 ファシリティ強化事業部・内部監査室担当
取締役専務執行役員 佐 藤 禎 広 総 務 部 ・ 経 理 部 担 当
取締役常務執行役員 藤 井 守 業務第一部・業務第二部・マーケティング部担当
取 締 役 執 行 役 員 森 下 勝 営 業 部 担 当
取 締 役 種 村 泰 一 中之島中央法律事務所 弁護士、ヤンマーホールディングス株式会社 社外監査役

取 締 役 德 平 隆 之 公 益 社 団 法 人 大 阪 港 振 興 協 会 会 長
五 洋 建 設 株 式 会 社 顧 問

常 勤 監 査 役 藍 場 建 志 郎
常 勤 監 査 役 前 田 浩 伯

監 査 役 森 山 恭 太 森山恭太公認会計士税理士事務所 代表
神 戸 監 査 法 人 代 表 社 員

（注）1. 取締役 種村泰一氏及び德平隆之氏は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出を行
っております。

2. 監査役 藍場建志郎氏及び森山恭太氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出を
行っております。

3. 監査役 藍場建志郎氏は企業経営者としての豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

（2）当事業年度中の取締役及び監査役の異動
① 2025年6月26日開催の第83回定時株主総会において、森下勝氏が新たに取締役に、前田浩伯氏が新た

に監査役にそれぞれ選任され、就任いたしました。
② 2025年6月26日開催の第83回定時株主総会終結の時をもって、増田康正氏が任期満了により、退任い

たしました。

（3）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、各社外取締役及び各監査役との間で、同法第425条第１

項に定める最低責任限度額まで、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。

（4）役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）の内容の概要
当社は、2015年2月以降の取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者として、会社法第430条

の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。保険料
は全額会社が負担しております。被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がな
されたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。また、被保険者の職務の執行
の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により
填補されません。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係（2026年３月31日現在）

社外取締役種村泰一氏は当社が顧問契約を締結しております中之島中央法律事務所に所属している弁護
士であります。同事務所との間に法律顧問の委嘱に係る報酬があり、当事業年度における報酬金額は
7,909千円であります。同事務所と当社の間には資本関係はありません。
また、社外取締役種村泰一氏はヤンマーホールディングス株式会社の社外監査役であります。なお、同

社との間には取引関係並びに資本関係はありません。
社外取締役德平隆之氏は公益社団法人大阪港振興協会の会長及び五洋建設株式会社の顧問であります。

なお、同法人及び同社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役森山恭太氏は森山恭太公認会計士税理士事務所の代表及び神戸監査法人の代表社員でありま

す。なお、同事務所及び同法人と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況と役割

社外取締役 種 村 泰 一

当事業年度に開催した取締役会13回全てに出席し、法
律の専門家としての経験、知識等に基づく幅広い見地
から積極的に質問することによって、当社の法制面に
おける経営監視機能を充分に発揮した。また、諮問委
員会においては5回全てに出席し、独立した客観的な
立場から適切な意見を述べることで役割を果たした。

社外取締役 德 平 隆 之

当事業年度に開催した取締役会13回全てに出席し、港
湾行政並びに港湾物流の事業経営等に係わり培われた
豊富な経験、知識等に基づく幅広い見地から、当社の
事業計画等に対し的確な意見や助言を述べ、議論を深
めた。また、諮問委員会においては5回全てに出席し、
独立した客観的な立場から適切な意見を述べることで
役割を果たした。

区 分 氏 名 主な活動状況

社外監査役 藍 場 建志郎

当事業年度に開催した取締役会13回及び監査役会15
回全てに出席し、主に企業の内部統制等のリスク管理
に携わり培われた豊富な経験と高い見識から適宜発言
を行い、監査機能を十分に発揮した。また、諮問委員
会においては5回全てに出席し、独立した客観的な立
場から適切な意見を述べた。

社外監査役 森 山 恭 太

当事業年度に開催した取締役会13回及び監査役会15
回全てに出席し、主に公認会計士、税理士として企業
の会計、税務に係わり培われた豊富な経験、知識等か
ら適宜発言を行い、監査機能を十分に発揮した。また、
諮問委員会においては5回全てに出席し、独立した客
観的な立場から適切な意見を述べた。
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＊諮問委員会について
当社は、取締役会の監督機能を強化するための機関として諮問委員会を設置しております。同委員会

は、独立社外取締役と独立社外監査役を構成員として組成しており、事務局は委員長が指名した監査役が
務め、かつ、経営陣との連携・調整役を果たしております。同委員会では、取締役会が諮問委員会に諮る
事項について、代表取締役社長から説明を受け、意見を取り纏め、取締役会に対して意見や助言を行って
おります。

（6）取締役及び監査役の報酬等の総額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
（Ⅰ）報酬等の決定方針の決定方法

当社の報酬等の決定方針につきましては、諮問委員会の意見、助言を踏まえ、取締役会で決定しており
ます。

（Ⅱ）当該方針の内容の概要
≪取締役報酬制度の基本的な考え方≫

当社を取り巻く経営環境の変化に対応するべく、業績及び企業価値の持続的な向上を図るとともに、株
主との一層の価値共有を進めるためには、取締役報酬にインセンティブとしての機能を明確に備えること
が必要であり、短期インセンティブとしての業績指標に基づく業績連動型報酬及び中長期インセンティブ
としての譲渡制限付株式報酬を組み入れた報酬体系とする。具体的には、業務執行を伴う取締役の報酬
は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、業務執行を伴わない取締役の報酬に
ついては、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。

≪取締役報酬の構成≫
取締役の報酬等は、年額180百万円以内（うち、社外取締役分年額20百万円以内）の範囲内で支給する

固定報酬及び業績連動報酬並びに20百万円・7,000株の範囲内で支給する譲渡制限付株式報酬で構成す
る。
業績連動報酬は、業績指標に対する本決算の実績に基づき、取締役会で決議した算定方法に則り業績連

動報酬総額を算出するため、本実績の内容により流動的となるものの、業務執行を伴う取締役の各報酬の
構成割合は概ね固定報酬70〜80％、業績連動報酬0〜20％、譲渡制限付株式報酬5〜10％とし、業務の
執行を伴わない社外の取締役の報酬割合は、全額固定報酬とする。

≪取締役報酬の決定方法≫
（1）固定報酬

取締役の個人別の固定報酬については、別に定めた役位別並びに勤務形態別の報酬額（基準報酬
額）を基に、代表取締役社長が各人別の月額の固定報酬案を作成し、同案に対する諮問委員会での
意見、助言を踏まえて取締役会にて決定する。
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（2）業績連動報酬
業務執行を伴う各取締役の個人別の業績連動報酬については、業績指標に対する本決算の実績に

基づき、取締役会で決議した算定方法に則り、業績連動報酬総額を算出し、各人別の報酬額を決定
する。
業績指標及び算定方法の決定手順は、以下のとおりとする。
①取締役会は、業績指標、算定方法、並びに役位に応じた各人への分配率に関する案を作成す
る。

②諮問委員会は、その内容について意見、助言を行う。
③取締役会は、諮問委員会の意見、助言を踏まえて業績指標、算定方法、並びに役位に応じた
各人への分配率を決定する。

（3）譲渡制限付株式報酬
取締役会で決議した譲渡制限付株式報酬規程に則り、代表取締役社長が各人別の株式の割当数の

計算の基準となる、各人別の1年当たりの支給額案を作成し、同案に対する諮問委員会での意見、
助言を踏まえて取締役会にて決定する。

≪取締役報酬の支給時期≫
（1）固定報酬

取締役の固定報酬の支給時期については、毎月支給する。

（2）業績連動報酬
業務執行を伴う取締役の業績連動報酬については、対象事業年度の決算期末に在籍していること

を条件とし、対象事業年度の株主総会開催日の翌日から１カ月を経過する日までに支給する。

（3）譲渡制限付株式報酬
業務執行を伴う取締役の譲渡制限付株式報酬については、株主総会開催後1カ月以内に開催され

る取締役会で決議し、その決議日の翌日から1カ月以内に譲渡制限付株式を割当てる。

≪業務執行を伴う取締役の業績連動報酬の算定方法≫
業務執行を伴う取締役の業績連動報酬の算定方法については、2023年3月16日開催の取締役会にて決

議した「取締役の報酬等の決定方針」並びに2025年6月26日開催の取締役会にて決議した「2025年度の
業務執行取締役の業績連動報酬の算定方法」に定める方法により、以下のとおり算定する。

(1)業績指標の内容及びその選定理由
業績連動報酬の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、業績連動報酬総額を費用に加算する
前の連結営業利益であり、当該指標を選定した理由は、連結営業利益は事業活動の成績を表す指標
であり、短期的インセンティブとしての機能を明確に備えることができると判断したためである。
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(2)業績連動報酬の支給条件及び総額の算定
業績連動報酬は、連結営業利益が200百万円以上かつ業績連動報酬加算後の連結当期純利益が50百
万円以上であることを条件として支給し、総額は18百万円を上限とし連結営業利益に応じて算定す
る。なお、当事業年度の業績指標に関する実績は、260百万円である。

(3)業務執行を伴う各取締役への分配
役位毎に定めた配分率に基づき分配する。

② 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、決定方針の具体的な手順に則り、代表取締役社長が作成した報酬原案を、諮問委員会

の意見等を踏まえて、取締役会で各取締役の報酬額を決定していることから、その内容は決定方針に沿う
ものであると判断しております。

③ 監査役の報酬等の額又は算定方法に係る決定方針に関する事項
監査役の基本報酬については、諮問委員会の意見や助言を踏まえて、監査役の勤務形態に応じた基準報

酬額に基づき、監査役の協議のうえ決定し、固定報酬のみを毎月支給する。
④ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の固定報酬及び業績連動報酬の報酬の総額につきましては、2021年6月24日開催の第79回
定時株主総会において、年額180百万円以内（うち、社外取締役分年額20百万円）と決議しております。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名（業績連動報酬の付与対象取締役４名、社外取締役２名）
です。また、業務執行取締役に対して支払う譲渡制限付株式報酬につきましては、2023年6月28日開催
の第81回定時株主総会において、金銭報酬枠とは別枠で、年額20百万円・普通株式の総数7,000株以内
と決議しております。当該定時株主総会終結時点の業務執行取締役の員数は4名です。
当社監査役の金銭報酬の額につきましては、2021年6月24日開催の第79回定時株主総会において、年

額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬

（固定報酬） 業績連動報酬 非金銭報酬等
（譲渡制限付株式報酬）

取締役 105 88 8 8 7
（うち社外取締役） (9) (9) (ー) (ー) (2)

監査役 34 34 ー ー 4
（うち社外監査役） (22) (22) (ー) (ー) (2)

（注）1. 当事業年度末の現在の人員は、取締役7名、監査役３名であります。なお、対象となる役員の員数には、2025年６月
26日開催の定時株主総会をもって退任した監査役１名が含まれております。

2. 業績連動報酬につきましては、当事業年度の費用計上額を記載しております。
3. 非金銭報酬等につきましては、業務執行取締役5名に対する譲渡制限付株式報酬の当事業年度に係る費用計上額を記

載しております。
4. 譲渡制限付株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲渡制限解除は当社の取締役の地位を

喪失する日を原則としております。なお、その交付状況は「2.（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員
に交付した株式の状況」に記載のとおりであります。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24百万円
② 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 24百万円

（注）1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計
画の内容、職務の遂行状況及び報酬の実績の推移、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等
の額につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額
を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は上記の場合のほか、会
計監査人の職務の執行に支障がある場合や適切な監査体制の確保、向上のために会計監査人の変更が妥当で
あると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い
たします。これらの場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産 1,705,358 流 動 負 債 1,045,649
現 金 及 び 預 金 617,536 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 124,094
売 掛 金 402,344 １年内返済予定の長期借入金 298,736
リ ー ス 投 資 資 産 555,175 リ ー ス 債 務 15,784
貯 蔵 品 57,282 未 払 法 人 税 等 63,754
そ の 他 77,385 賞 与 引 当 金 47,377
貸 倒 引 当 金 △4,366 業 績 連 動 報 酬 引 当 金 8,400

そ の 他 487,503
固 定 資 産 10,498,257 固 定 負 債 3,084,518
有 形 固 定 資 産 3,659,586 長 期 借 入 金 1,032,148
建 物 及 び 構 築 物 2,353,802 リ ー ス 債 務 21,965
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 920,761 繰 延 税 金 負 債 1,553,513
工 具、 器 具 及 び 備 品 87,317 環 境 対 策 引 当 金 46,352
リ ー ス 資 産 35,584 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,858
建 設 仮 勘 定 262,121 資 産 除 去 債 務 28,350

無 形 固 定 資 産 418,341 そ の 他 399,329
借 地 権 288,937 負 債 合 計 4,130,167
そ の 他 129,404 （純 資 産 の 部）

投資その他の資産 6,420,328 株 主 資 本 4,567,256
投 資 有 価 証 券 5,943,522 資 本 金 770,000
退 職 給 付 に 係 る 資 産 53,584 資 本 剰 余 金 370,582
そ の 他 423,221 利 益 剰 余 金 3,453,937

自 己 株 式 △27,263
その他の包括利益累計額 3,506,191
その他有価証券評価差額金 3,506,191
純 資 産 合 計 8,073,448

資 産 合 計 12,203,615 負債及び純資産合計 12,203,615
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（ 2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31

日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 4,260,693
売 上 原 価 3,401,885
売 上 総 利 益 858,807
販売費及び一般管理費 607,745
営 業 利 益 251,062
営 業 外 収 益

受 取 利 息 507
受 取 配 当 金 161,708
そ の 他 19,113 181,329

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,264
遊 休 設 備 費 3,577
そ の 他 598 27,439

経 常 利 益 404,952
特 別 利 益

受 取 和 解 金 57,200
固 定 資 産 売 却 益 2,209 59,409

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 48,099
投 資 有 価 証 券 売 却 損 6,285 54,384

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 409,976
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 120,450
法 人 税 等 調 整 額 △554 119,896
当 期 純 利 益 290,080
親会社株主に帰属する当期純利益 290,080

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産 1,628,888 流 動 負 債 1,027,977
現 金 及 び 預 金 567,757 買 掛 金 128,969
売 掛 金 379,419 １年内返済予定の長期借入金 298,736
リ ー ス 投 資 資 産 555,175 リ ー ス 債 務 15,784
貯 蔵 品 57,282 未 払 金 119,892
前 払 費 用 38,261 未 払 費 用 266,722
未 収 入 金 35,357 未 払 法 人 税 等 63,549
貸 倒 引 当 金 △4,366 未 払 消 費 税 等 713

前 受 金 2,290
前 受 収 益 23,408
預 り 金 14,556
賞 与 引 当 金 46,757
業 績 連 動 報 酬 引 当 金 8,400
そ の 他 38,198

固 定 資 産 10,538,390 固 定 負 債 3,074,345
有 形 固 定 資 産 3,647,936 長 期 借 入 金 1,032,148
建 物 1,499,347 リ ー ス 債 務 21,965
構 築 物 847,945 繰 延 税 金 負 債 1,553,513
機 械 及 び 装 置 915,102 環 境 対 策 引 当 金 46,352
船 舶 14 資 産 除 去 債 務 21,035
車 輛 運 搬 具 1,905 そ の 他 399,329
工 具、 器 具 及 び 備 品 85,915 負 債 合 計 4,102,323
リ ー ス 資 産 35,584
建 設 仮 勘 定 262,121 （純 資 産 の 部）

無 形 固 定 資 産 418,057 株 主 資 本 4,558,764
借 地 権 288,937 資 本 金 770,000
ソ フ ト ウ ェ ア 1,921 資 本 剰 余 金 370,582
そ の 他 127,198 資 本 準 備 金 365,161

投資その他の資産 6,472,397 そ の 他 資 本 剰 余 金 5,421
関 係 会 社 株 式 58,340 自 己 株 式 処 分 差 益 5,421
投 資 有 価 証 券 5,941,982 利 益 剰 余 金 3,445,445
そ の 他 472,074 利 益 準 備 金 192,500

そ の 他 利 益 剰 余 金 3,252,945
別 途 積 立 金 1,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,252,945

自 己 株 式 △27,263
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,506,191
その他有価証券評価差額金 3,506,191
純 資 産 合 計 8,064,956

資 産 合 計 12,167,279 負債及び純資産合計 12,167,279
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（ 2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31

日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 4,076,056
売 上 原 価 3,231,854
売 上 総 利 益 844,201
販売費及び一般管理費 583,844
営 業 利 益 260,357
営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 161,708
受 取 利 息 507
そ の 他 17,204 179,420

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,264
遊 休 設 備 費 3,577
そ の 他 598 27,439

経 常 利 益 412,337
特 別 利 益

受 取 和 解 金 57,200 57,200
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 48,099
投 資 有 価 証 券 売 却 損 6,285 54,384

税 引 前 当 期 純 利 益 415,152
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 120,245
法 人 税 等 調 整 額 △554 119,691
当 期 純 利 益 295,461

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

櫻 島 埠 頭 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 浦 大

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 容 子

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、櫻島埠頭株式会社の2025年４月１日から2026年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、櫻島埠頭株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

櫻 島 埠 頭 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 浦 大

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 村 容 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、櫻島埠頭株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第84期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第84期事業年度における取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、子会社に赴き調査をい
たしました。さらに会長及び社長と個別に面談を行い、事業戦略に関わる事項、経営計画に基づく
取組み及びその進捗状況、事業に関するリスク認識を確認するとともに、監査上の課題等に関する
意見及び情報の交換を行いました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年５月20日

櫻島埠頭株式会社 監査役会
常勤監査役 藍 場 建志郎㊞
常勤監査役 前 田 浩 伯㊞
監査役 森 山 恭 太㊞

（注）監査役のうち、常勤監査役藍場建志郎及び監査役森山恭太は、会社法第2条第16号及び第335条第
3項に定める社外監査役であります。

以 上
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通

梅田ランプ西

ホテル阪神大阪

な
に
わ
筋

大阪中之島
合同庁舎

堂島川

ラグザ
大阪

毎日
新聞社

オオサカ・
ガーデン・
シティ ハービス

OSAKA

ザ・リッツ・
カールトン大阪

国道２
号線

ブリーゼ
ブリーゼ

Ｎ

株主総会会場ご案内略図
会場 大阪市福島区福島五丁目６番16号

ホテル阪神大阪 10階 クリスタルルーム
電話（06）6344-1661（代表）

交通 Ｊ Ｒ 大 阪 環 状 線…… 福 島 駅 徒 歩１分
Ｊ Ｒ 東 西 線…… 新福島駅徒歩３分
阪 神 電 鉄 本 線…… 福 島 駅 徒 歩３分

※ なお、当日は駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからず
ご了承ください。

※ ご来場にあたり、サポートが必要な株主様におかれましては、６月
19日（金曜日）までに当社までお電話にてご連絡いただきますよう
お願い申しあげます。
櫻島埠頭株式会社 総務部 電話番号 06-6461-5331（代表）

【土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時】

2026年05月25日 15時50分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）


